
 

○学部・研究科の理念 

 薬学は医薬品の創製、生産、適正な使用を目標とする総合科学であり、諸基礎科学の

統合を基盤とする学際融合学問領域と位置づけられる。本学部・研究科は諸学問領域の

統合と演繹を通じて、創造的な薬学の“創”と“療”の拠点を構築し、先端的創薬科学・

医療薬学研究を遂行して人類の健康と社会の発展に貢献することを目標とする。 

○教育理念 

【理念】 

 薬学の学修を通じて、先端医療、医療薬学・臨床薬学の発展を担いうる人材を育成す

ることによって、人類の健康と社会の発展に貢献することを理念とする。 

【人材養成の目的】 

 生命倫理を基盤に、薬学の基礎となる自然科学の諸学問と薬学固有の学問に関する知

識と技術および医療人として適正な態度を修得し、高度な先端医療を担う指導的薬剤師

となる人材、医療薬学分野で活躍できる人材の育成を目指す。 

 

○ディプロマ・ポリシー 

 薬学部薬学科は、自然や社会、健康や疾病に関わる多様な事象に関心を持ち、医療薬

学および生命薬学を通して薬学の進展と社会の発展に貢献できる専門能力とリーダー

シップをもつ人材の育成を目的としています。本学科では、6 年以上在学し、所定の単

位を修得したうえで、次に掲げる目標を達成した学生に学士（薬学）を授与します。 

 

1．広範な教養と医療人として相応しい人間性、社会性、倫理観に基づいた主体的行

動ができる能力の修得 

2．グローバルなコミュニケーション能力および多様性に対する理解力の修得 

3．将来、医療薬学研究者、薬剤師・医療従事者のリーダーとしての役割を果たすた

めの責任感、使命感、倫理観の涵養 

4．医療薬学研究者、薬剤師・医療従事者として必要な創薬化学、生命薬科学、医療

薬科学に関する専門知識・技能・態度の修得と、世界水準の医療薬学研究、医療

を実施する素地の涵養 

5．修得した専門知識・技能・態度を総合化し、医療薬学研究者、先端医療を担う薬

剤師・医療従事者として必要な問題発見および問題解決の基礎的能力の修得 
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○カリキュラム・ポリシー 

本学部では、ディプロマ・ポリシーに掲げる目標を達成するために、基礎教育を土台

として、専門的分化を計り、幅広い視野を得ることが可能となるように教育課程を体系

的に編成しています。 

（中略） 

U薬学科 

1．1～2 年次に、広範な教養と高い人間性、社会性、倫理観を育む教養教育を実施し、

主体的に学ぶ姿勢を涵養し、豊かな人格形成の基盤づくりを行います。 

2．1～2 年次に、グローバルなコミュニケーション力養成のための外国語教育を実施

し、3 年次以降は実習や演習を通して薬学専門英語教育を実施します。 

3．教養教育の上に、医療薬学研究者、薬剤師・医療従事者として必要な有機化学・

天然物化学・物理化学・分析化学などの創薬化学、生物化学・衛生薬学などの生

命薬科学、生理学・薬理学・薬剤学などの医療薬科学に関する講義・演習・実習

を体系立てて実施します。 

4．1～3 年次の演習、実習等の少人数科目や能動学修科目を履修し、コミュニケーシ

ョ ン能力、表現能力、他者との協調性を涵養するとともに、薬学に関わる広範囲

な知識・技能・態度を培い、医療薬学研究者、薬剤師・医療従事者としての将来

像を描くことができるようにします。 

5．修得した専門知識・技能・態度を基に、病院および薬局における長期実務実習お

よび研究室において個別指導による特定のテーマに関する研究を行う特別実習を

4～6 年次に実施し、医療薬学研究者、先端医療を担う薬剤師・医療従事者のリー

ダーとして必要な問題発見および問題解決の基礎的能力を修得することができる

ようにします。 

 

科目間の体系的な流れをコースツリーにより示し、履修の一助とします。また、各科

目の学修成果は、定期試験、レポート、発表、授業態度などで評価することとし、その

方法はシラバスに、基準及び達成すべき水準は学部学生便覧にそれぞれ明示されていま

す。 
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は じ め に                                                  
 
 薬学は、人体に働き生体機能の調節等を介して疾病の治癒、健康の増進をもたらす医

薬品の創製、生産、管理、適正使用を目標とした総合科学です。一般に総合科学では基

礎と応用、理論と技術は相互に補完的な関係にあり、薬学においては物理学、化学、生

物学などを主たる基礎科学とし、その上にそれらを包括し総合的且つ融合的に展開する

固有の学問が成立しています。薬学と医学は密接な関係にありますが、医学が直接人間

を対象とするのに対して、薬学は薬という物質を対象として医療に貢献します。薬は人

間の生命と健康の保全にかかわる物質ですから、薬を取り扱う薬学は社会的にも重要な

意義をもつ総合科学です。薬学部では、こうした観点から、広い教養とともに専門分野

の基礎科学を修得することを主眼として、薬の本質、疾病と薬物治療、医薬品創製の道

筋、薬と社会の関わり方など、薬学部卒業生として必要不可欠な科学的知識・技能・態

度を、調和のとれた体系的カリキュラムにより教育することを目指しています。 
 これまでに、京都大学薬学部では 1991（平成 3）年 7 月 1 日の大学設置基準改正に伴

い、京都大学が大学の教育方針として掲げた四年一貫教育の理念のもとに新しいカリキ

ュラムが作られ、さらに、1997（平成 9）年 4 月には、それまでの薬学科、製薬化学科

の 2 学科制が新たに総合薬学科の 1 学科制に改組されたことに伴い、授業科目区分、名

称、単位数及び授業時間割など、カリキュラムが大幅に改正されました。さらに、2006
（平成 18）年 4 月からは､先端医療、医療薬学・臨床薬学研究を担う薬剤師の育成を主

たる使命とする六年制の薬学科と創薬研究者と生命科学研究者の育成を主たる使命とす

る四年制の薬科学科に改組され、薬学科、薬科学科のそれぞれの教育目標の達成に向か

ってカリキュラムの一層の充実が図られ、薬学科においては、薬学モデルコアカリキュ

ラムに沿って体系化された科目、実務実習､さらに特別実習が配当されています（コース

ツリー参照）。 
 京都大学では入学時から卒業時までの一貫教育（医学部医学科および薬学部薬学科に

おいては六年、その他の場合には四年一貫教育）が標榜されており、その中で 2 年次ま

でに配当されている科目は全学共通科目を含めて将来薬学に携わる者の基礎として極め

て重要なものです。なお、これらの単位は、時間割の関係から 3 年次以降に取得するこ

とが困難ですので、1 年次・2 年次の所定の期間に修得することが特に強く望まれます。 
 3 年次においては、全ての学生は、午前は講義、午後は実習を行います。薬学では講義

を通じて科学的知識を修得すると共に、実習を通じてそれを身につけることが非常に重

要視されており、それが薬学卒業生の活躍の原動力となっています。 
 4 年次においては、全ての学生は、午前の講義に加えて午後は医療薬学ワークショップ

を行います。4 年次後期からは、様々な分野に配属されて指導教授の指導に従って特別実

習を行い、医療実務事前学習も行います。また、4 年次修了直前に、5 年次から始まる実

務実習に備えて共用試験、すなわち知識を問う CBT（Computer Based Test）と技能・

態度を問う OSCE（Objective Structured Clinical Examination：客観的臨床能力試験）

を受験します。 
 5 年次においては、引き続き特別実習を行いますが、医療実務事前学習の後半部分、さ

らに病院実務実習、薬局実務実習を行い、医療現場で知識・技能・態度をバランスよく
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学習します。 
 6 年次においては、4、5 年次に引き続き、配属された分野において、指導教授の指導

に従い特別実習を行います。この特別実習は、それまでに学んだ講義による知識と実習

で体得した技能・態度のすべてを活用して、特定のテーマについて新しい研究を行うも

のであり、これを通じてその専門分野の薬学の姿を体感するとともに、科学的問題発見

能力や解決能力を養い、将来の活躍の基礎に資することを期待しています。後期には、

全ての 6 年次生が一堂に会する特別実習発表会が開催されます。また、全ての学生は薬

剤師国家試験対策を目的とした臨床薬学総論を履修します。 
 薬学科(六年制)の学生については、毎年前・後期授業終了後に定期試験があり、これら

の試験に合格し所定の単位を修得し、さらに 4 年次に行われる共用試験(CBT と OSCE）

に合格した者だけが、5 年次の実務実習の機会を与えられます。 
 薬学科(六年制)の学生については、所定の単位を全て取得し、薬学の基礎知識と技能・

態度を修得した者には、学士(薬学)の学位が授与され、卒業することになります。学士(薬
学)の学位が授与された者には、薬剤師国家試験を受ける資格が与えられます。将来どの

分野で活躍するにせよ、薬学科を卒業する学生には薬剤師の資格を取得することが望ま

れますが、そのためには在学中に定められた学習内容を誠実に勉強することが条件とな

ります。学部卒業時に就職を希望する者に対する病院、薬局、会社などからの求人につ

いては、その情報を公開します。 
 学部を卒業後、さらに広い視野に立って専門的学識を深め、研究能力を養うことを希

望する者は、4 年間の大学院博士課程薬学専攻に進学することができます。大学院におい

ては、薬学領域の理論や応用の研究を行うとともに、高度の専門性を有する研究者や薬

剤師の養成が行われます。 
 大学院の入学試験に合格した者は、希望等に従って、各分野に配属されます。大学院

博士課程の学生は、講義、演習、実験、実習とともに指導教授の研究指導のもとに、よ

り高度な科学研究を行います。4 年間の博士課程を修了し、研究論文の審査及び試験に合

格した者には、｢博士(薬学)｣の学位が授与されます。 
 薬学部、薬学研究科の出身者は主に大学、企業、国公立研究所、官庁、医療機関など

に就職し、その専門並びに関連分野において教育者、研究者、技術者、薬剤師として活

躍しています。社会のグローバル化に伴い、リーダーとして活躍するには博士取得が必

須となっています。  
 学生時代は知識を蓄え思考を鍛えるのに最も適した時期であり、人生の基礎固めの時

期ですから、心身の健康に留意しつつ有意義に学生生活を過ごされることを期待してい

ます。 
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薬学部・薬学研究科沿革  

年   月   日  記          事  
19 39 .  3 .3 0  

3 . 31  
   19 4 0 .  6 . 25  
        1 2 . 1 0  
   19 4 1 .  4 . 15  
        1 2 . 2 7  
        1 2 . 2 8  
   19 4 9 .  5 . 31  
   19 5 1 .  4 .  1  
   19 5 2 .  4 .  1  
   19 5 3 .  4 .  1  
         4 .  7  
   19 5 4 .  4 .  1  
   19 6 0 .  4 .  1   

        
 
 
 
 
 
 

4 . 12  
         5 .  1  
   19 6 1 .  4 .  1  
   19 6 2 .  4 .  1  
   19 6 3 .  4 .  1  
   19 6 4 .  4 .  1  
   19 6 5 .  4 .  1  
   19 6 6 .  4 .  1  

      
19 73 .  4 .1 2  

   19 7 7 .  2 . 24  
   19 8 7 .  5 . 21  

19 93 .  4 .  1  
   19 9 7 .  4 .  1  

 
 

   19 9 8 .  4 .  9  
   19 9 9 .  4 .  1  
   20 0 2 .  4 .  1  

 
    

20 02 .1 0 . 3 1  
   20 0 3 .  4 .  1  

医 学 部 に 薬 品 分 析 化 学 講 座 、 薬 品 製 造 学 講 座 新 設  
 医 学 部 に 薬 学 科 新 設  
 有 機 薬 化 学 講 座 新 設  
 無 機 薬 化 学 講 座 新 設  
 生 薬 学 講 座 新 設  
 学 位 規 程 の 一 部 改 正 に よ り 本 学 に て 授 与 の 学 位 中 に 薬 学 博 士 追 加  
 医 学 部 薬 学 科 第 １ 回 卒 業 式 挙 行  
 国 立 学 校 設 置 法 に よ り 新 制 京 都 大 学 設 置  
 薬 剤 学 講 座 新 設  
 生 物 薬 品 化 学 講 座 新 設  
 京 都 大 学 大 学 院 に 薬 学 研 究 科 （ 薬 学 専 攻 ） 設 置  
 大 学 院 薬 学 研 究 科 規 程 制 定  
 医 学 部 内 に 有 機 微 量 元 素 分 析 総 合 研 究 施 設 設 置  
 薬 学 部 （ 薬 学 科 ） 設 置  
 医 学 部 の 薬 品 分 析 化 学 、 薬 品 製 造 学 、 有 機 薬 化 学 、 無 機 薬 化 学 、 生

薬 学 、 薬 剤 学 、 生 物 薬 品 化 学 の 各 講 座 を 廃 止 し 、 薬 学 部 に 薬 品 分 析

学 、 薬 品 製 造 学 、  有 機 薬 化 学 、 無 機 薬 化 学 、 生 薬 学 、 薬 剤 学 、 生 物

薬 品 化 学 の 各 講 座 を 新 設  
 医 学 博 士 教 授 山 本 俊 平 医 学 部 長 、 薬 学 部 長 事 務 取 扱 に 就 任  
 有 機 微 量 元 素 分 析 総 合 研 究 施 設 内 規 の 一 部 改 正 に よ り 薬 学 部 内 に 同

施 設 附 置  
 薬 学 部 規 程 制 定  
 薬 学 博 士 富 田 真 雄 教 授 初 代 薬 学 部 長 に 就 任  
 製 薬 化 学 科 新 設 、 薬 用 植 物 化 学 講 座 新 設  
 薬 品 作 用 学 講 座 、 薬 品 工 学 講 座 新 設  
 薬 品 物 理 化 学 講 座 、 衛 生 化 学 講 座 新 設  
 放 射 性 薬 品 化 学 講 座 新 設  
 薬 学 研 究 科 製 薬 化 学 専 攻 新 設  
 薬 品 作 用 学 講 座 を 薬 理 学 講 座 に 、 生 物 薬 品 化 学 講 座 を 生 物 化 学 講 座

に 改 め る  
 薬 学 部 附 属 薬 用 植 物 園 設 置  
 薬 学 博 士 井 上 博 之 教 授 初 代 薬 学 研 究 科 長 に 就 任  
 薬 品 工 学 講 座 を 微 生 物 薬 品 学 講 座 に 改 め る  
 薬 品 作 用 制 御 シ ス テ ム 専 攻 （ 独 立 専 攻 ） 新 設  
 薬 学 部 の 薬 学 科 、 製 薬 化 学 科 を 総 合 薬 学 科 に 改 組  
 薬 学 研 究 科 の 薬 学 専 攻 、 製 薬 化 学 専 攻 、 薬 品 作 用 制 御 シ ス テ ム 専 攻

を 創 薬 科 学 専 攻 、 生 命 薬 科 学 専 攻 、 医 療 薬 科 学 専 攻 に 改 組  
 附 属 薬 用 植 物 園 を 大 学 院 薬 学 研 究 科 附 属 に 移 行  
 生 命 科 学 研 究 科 設 置  
 薬 品 製 剤 設 計 学 講 座 薬 品 分 子 構 造 学 分 野 を 同 講 座 ゲ ノ ム 創 薬 科 学 分

野 に 改 称  
 薬 品 機 能 統 御 学 講 座 に 構 造 生 物 薬 学 分 野 を 新 設  
 薬 学 研 究 科 総 合 研 究 棟 竣 工  
 寄 付 講 座 「 創 薬 神 経 科 学 講 座 」 を 新 設  
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   8 .  1  

     9 .  4  
 
      

20 04 .  4 .  1  
   20 0 6 .  4 .  1  

 
   20 0 7 .  4 .  1  
         5 .  1  
   20 0 8 . 10 .  1  
 20 09 .  4 .  1  

   20 1 0 .  4 .  1  
      
 
 

   2 01 2 .  4 .  1  
 
 
 

  2014 .  5 .31  
2017 .  3 .31  
2018 .  4 .  1  

 
11 .15  

2019 .  4 .  1  

 薬 学 研 究 科 附 属 創 薬 ・ 医 療 連 携 薬 学 コ ア 部 門 新 設  
 寄 附 講 座 「 医 薬 品 理 論 設 計 学 」 講 座 新 設  
 2 1 世 紀 CO E プ ロ グ ラ ム 採 択 に 伴 い 協 力 講 座 生 命 知 識 シ ス テ ム 学 分

野 設 置  
 (設 置 期 間 ： 21 世 紀 COE プ ロ グ ラ ム 実 施 期 間 )  
 国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 設 立  
 薬 学 部 の 総 合 薬 学 科 を 薬 科 学 科 、 薬 学 科 に 改 組  
 薬 学 研 究 科 附 属 統 合 薬 学 フ ロ ン テ ィ ア 教 育 セ ン タ ー 新 設  
 医 薬 創 成 情 報 科 学 専 攻 （ 独 立 専 攻 ） 新 設  
 寄 附 講 座 「 ナ ノ バ イ オ 医 薬 創 成 科 学 講 座 」 を 新 設  
 寄 附 講 座 「 シ ス テ ム 創 薬 科 学 講 座 」 を 新 設  
 革 新 的 ナ ノ バ イ オ 創 薬 研 究 拠 点 を 新 設  
 最 先 端 創 薬 研 究 セ ン タ ー 新 設  
 創 薬 科 学 専 攻 、 生 命 薬 科 学 専 攻 、 医 療 薬 科 学 専 攻 （ 修 士 課 程 ） を 薬

科 学 専 攻  (修 士 課 程 )に 改 組  
 統 合 薬 学 教 育 開 発 セ ン タ ー 新 設  
 創 薬 科 学 専 攻 、 生 命 薬 科 学 専 攻 、 医 療 薬 科 学 専 攻 （ 博 士 後 期 課 程 )を
薬 科 学 専 攻 （ 博 士 後 期 課 程 ） に 改 組  

 薬 学 専 攻 （ 博 士 課 程 ） 新 設  
 寄 附 講 座 「 医 薬 産 業 政 策 学 講 座 」 を 新 設  
 附 属 薬 用 植 物 園 移 設  
医 薬 系 総 合 研 究 棟 竣 工  

 分 子 脳 科 学 研 究 室 に 関 す る 内 規 の 裁 定 に よ り 、 薬 学 研 究 科 に 分 子 脳

科 学 研 究 室 を 設 置  
医 薬 創 成 情 報 科 学 専 攻 医 薬 創 成 情 報 科 学 講 座 に 分 子 代 謝 学 分 野 を 新 設  
有 機 触 媒 化 学 研 究 室 に 関 す る 内 規 の 裁 定 に よ り 、 薬 学 研 究 科 に 有 機 触

媒 化 学 研 究 室 を 設 置  

 

6




